
　
　  

は
じ
め
に

　
元
和
五
年（一六一九
）に
福
島
正
則
が
改
易
と
な
り
、

同
年
八
月
八
日
、浅
野
長
晟
が
和
歌
山
か
ら
五
万
石

加
増
さ
れ
て
広
島
へ
入
り
、浅
野
氏
を
藩
主
と
す
る
広

島
藩（
四
二
万
六
五
六
三
石
余
）が
成
立
し
ま
し
た
。平

成
三
十
一
年（
二
〇
一
九
）は
そ
れ
か
ら
四
〇
〇
年
に
当

た
り
ま
す
。広
島
県
立
文
書
館
で
は
、こ
れ
を
記
念
し

て
、当
館
が
収
蔵
す
る
広
島
藩
士
に
関
す
る
古
文
書

を
展
示
し
ま
す
。

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、約
四
千
人
前
後
い
た
広
島

藩
士
は
、江
戸
詰
め
の
者
を
除
い
て
広
島
城
下
に
集
住

し
、そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
や
職
分
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

仕
事
に
携
わ
って
い
ま
し
た
。し
か
し
、広
島
藩
か
ら
広

島
県
へ
引
き
継
が
れ
た
藩
政
文
書
が
、明
治
九
年（
一八

七
六
）に
当
時
の
広
島
県
庁
舎
が
全
焼
し
た
た
め
、ほ

と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。ま
た
、原
爆
に
よ
って
、そ

の
他
の
貴
重
な
歴
史
資
料
や
文
化
財
も
灰
燼
に
帰
し

た
た
め
、広
島
藩
士
に
関
し
て
研
究
を
進
め
る
た
め
に

は
、戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
図
書
類
や
、広
島
藩
士
の
家

に
伝
わ
っ
た
文
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で

す
。

　
本
展
で
は
、当
館
へ
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
広
島
藩
士

の
文
書
を
通
し
て
、藩
士
の
仕
事
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、藩
士
が
大
切
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
、武
士
の
価

値
観
や
生
活
の
様
相
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。
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な

ま
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　元
和
五
年（
一六一九
）七
月
十
八
日
、和
歌
山
藩
主
浅
野
長
晟
は
伏

見
城
に
召
さ
れ
、広
島
へ
の
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
。将
軍
徳
川
秀
忠
の

寝
所
に
呼
ば
れ
た
長
晟
は
、「
中
国
の
要
め
で
あ
る
広
島
を
、長
晟
な
ら

ば
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
る
」と
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
。

　長
晟
の
父
浅
野
長
政
は
、織
田
信
長
の
弓
衆
で
あ
っ
た
浅
野
長
勝
の

養
子
と
な
り
、長
勝
の
養
女
で
あ
っ
た「
や
や
」（
長
生
院
）を
妻
に
迎
え

て
浅
野
家
を
相
続
し
た
。「
や
や
」の
姉「
ね
ね
」（
北
政
所
、高
台
院
）を

娶
っ
た
の
が
豊
臣
秀
吉
で
あ
り
、長
政
と
秀
吉
は
相
婿
の
関
係
に
あ
っ

た
。こ
の
関
係
も
あ
って
、秀
吉
に
取
り
立
て
ら
れ
た
長
政
は
、武
将
と

し
て
だ
け
で
な
く
、太
閤
検
地
な
ど
行
政
面
で
の
手
腕
を
高
く
評
価

さ
れ
、秀
吉
晩
年
に
は
五
奉
行
首
座
と
な
り
、文
禄
二
年（
一五
九
三
）に

は
甲
斐
国
で
、長
男
幸
長
と
と
も
に
二一万
五
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。幸

長
は
、数
々
の
武
功
を
立
て
た
勇
将
と
し
て
知
ら
れ
、関
ヶ
原
の
戦
い
で

東
軍
に
属
し
、そ
の
戦
功
に
よ
り
徳
川
家
康
か
ら
和
歌
山
三
七
万
石

を
賜
っ
た
。そ
の
遺
領
を
継
い
だ
の
が
弟
の
長
晟
で
あ
っ
た
。長
晟
は
そ

れ
ま
で
別
家
を
立
て
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、家
督
相
続
当
初
、家
臣
か

ら
反
発
を
受
け
た
が
、元
和
元
年
の
大
坂
夏
の
陣
の
前
哨
戦
と
な
っ
た

樫
井
の
戦
い
で
戦
功
を
あ
げ
、家
康
の
三
女
振
姫
を
正
室
に
迎
え
た
こ

と
で
、藩
主
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、広
島
へ
入
っ
た
。

一
　浅
野
長
晟
の
広
島
城
入
城
と
浅
野
氏

　浅野長晟は，広島入城直後の元和5年11月，知
行割りなどに反抗した，長政以来の老臣浅野左
衛門佐知近を粛清した。長晟は，翌年その釈明な
どのため江戸へ出府し，3月18日，帰途に就いた。
　30日に近江草津まで到着した長晟は，飛脚で
見舞状を送った重臣の山田監物に返書を認めた。

　広島藩士の家には主家である浅野家系図が伝来す
ることが多い。これもその一つで，写真は長晟の部分。
　長晟が和歌山藩を相続した翌慶長18年（1613）に起
きた大坂冬の陣で奮戦したこと，出陣の留守を襲った
熊野一揆を家臣が撃退したこと，慶長20年大坂夏の
陣の前哨戦である樫井の戦いを家臣の奮戦で勝利し，
徳川家康・秀忠から賞されたことなどが綴られる。

　浅野長晟一行は8月4日に和歌山を出船，6日
に鞆で幕府上使から領知引き渡しを受け，8日に
広島へ入城した。尾道町年寄は，沼隈郡阿伏兎
や御調郡糸崎で新藩主を出迎えた。これはその
ために雇った船の水主賃などの請取書である。

　浅野長政・幸長・長晟の3代にわたる家譜で，
上巻は浅野長政について記述される。作者は広
島藩士西山小左衛門昌兼（残松軒）。
　長政は，天正18年（1590），秀吉の命により「奥
州仕置」を指揮し，検地などを行った。百姓はそ
の仁政を神の如く敬って尊敬し，50年後に当地
を訪れた三次藩士を歓待したという。

　元和5年8月8日，浅野長晟一行は天神町（現
広島市中区中島町）から上陸し，当地の天神坊

（満松院，現天満神社）で小憩し，行列を組んで
黄昏時に広島城へ入城したと伝えられる。

浅野長晟書状　元和6年（1620）

浅野長晟の経歴（「浅野家系図」）

浅野長晟肖像　『広島市史』第1巻口絵

岡本家文書（201105-1） 渋谷家文書（199103-204-3）

山田家文書（198810-71-2）

浅野考譜大概　上　正徳2年（1712）

旧天神町の天満神社

川上家文書（199807-23）

浅野長晟出迎えのため尾道町年寄衆糸
崎・阿伏兎まで参り候船水主賃銀請取書
　元和5年（1619）
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二
　広
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ち
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ち

こ
び
と

　広
島
藩
の
家
臣
団
は
、長
政
・
幸
長
・
長
晟
の
浅
野
家
三
代
で
召
し
抱
え
た
家

臣
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。家
臣
団
は
平
和
な
時
代
に
あ
って
も
常
に
臨
戦

体
制
を
維
持
し
つつ
、同
時
に
領
内
の
行
政
も
担
当
し
て
い
た
。家
臣
団
は
様
々
な

格
式
で
秩
序
づ
け
ら
れ
、大
き
く
侍
士
、歩
行（
徒
士
）、足
軽
、小
人
の
四
等
級
に

序
列
化
さ
れ
て
い
た（
歩
行
以
上
が
二
本
差
）。

　侍
士
は
騎
馬
を
許
さ
れ
、歩
行
以
下
を
統
率
し
、上
級
の
役
職
を
占
め
る
な

ど
、家
臣
団
の
中
核
で
あ
っ
た
。禄
高
一〇
〇
石
以
上
は
、藩
か
ら
指
定
さ
れ
た
知

行
地
か
ら
納
め
ら
れ
る
年
貢
を
収
入
源
と
す
る
。馬
廻
り
組（
番
方
）と
小
姓
組

（
役
方
）と
に
大
別
さ
れ
、馬
廻
り
組
は
禄
高
も
多
く
、格
式
も
重
ん
じ
ら
れ
、戦

時
に
は
軍
勢
の
中
核
を
形
成
し
た
。小
姓
組
は
実
際
の
政
務
に
携
わ
り
、次
第
に

藩
政
の
主
導
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
。歩
行
は
実
戦
部
隊
で
、諸
役
所
の
下
級

役
人
で
も
あ
っ
た
。一代
限
り
の
足
軽
は
諸
役
所
の
下
役
で
あ
っ
た
。

　広
島
藩
で
は
当
初
は
三
家
老（
三
原
浅
野
家
三
万
石
、上
田
家
一万
七
千
石
、東

城
浅
野
家
一万
石
）が
直
接
藩
政
を
統
括
し
て
い
た
が
、五
代
藩
主
浅
野
吉
長
の

職
制
改
革
に
よ
り
、宝
永
六
年（
一七
〇
九
）以
降
は
、家
老
は
政
務
か
ら
外
さ
れ

て
顧
問
的
な
地
位
と
な
り
、代
わ
り
に
内
閣
府
の
よ
う
な「
御
用
達
所
」が
置
か
れ

て
、人
材
を
抜
擢
し
て
任
命
さ
れ
た
年
寄
役
が
政
務
を
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　家臣の名前や禄高・地位・役職などを記した帳面を分限帳という。
　浅野長政と幸長は文禄2年（1593）に甲斐国へ移封され，215,000
石を領した。（上）は甲斐国時代の分限帳で，草履取の者まで579名
が載る。その総知行高は179,857石余で，全体の83％を占める。
　（下）は，禄高と名前を書いた短冊状の札を，天地の糸目の間には
め込むことにより，役職や禄高が変わっても，札を移動させて長く使
用できる仕組みになっている。役職と名前から天保15年のものと推
測される。

　包紙には「御軍用目録壱通」とある。侍士は非常時に備えて兵を整える必要があ
り（300石以上は馬を飼養），槍・弓・鉄砲を預かる若党や，道具を持つ足軽・小人を
家来として抱え，外出では整然と行列を立てた。三次藩家老の山田求馬（1,100石，
頼母か）は一騎で，39人を引き連れるよう求められている。 　江戸時代の平時にあっても，大名家では臨戦体制

を維持していた。広島藩は藩士に対して，武士としての
心得などをたびたび達している。
　写真の「家中軍用心得之大概」では，武具や馬具は
美しく飾ることなく，分限相応とすること，絵図のよう
な袖印（敵味方を見分けるため鎧の袖に付ける印）を
銘々用意すること，その他槍印・陣笠・雨具・幕，出役
の用具，人足などについて命じている。

　戦陣において，武士は自分の所在を明ら
かにするため，馬側や本陣で長柄の先に印
をつけた（指物）。このうち旗の形をしたも
のが旗印で，そうでないものが馬印である。
　広島藩では，非常時に備え，平時におい
ても役職ごとに旗印や馬印を定めていた。

　広島城下町では，出動する藩士を中心に火消組織
が編成され，城中・侍屋敷・町方で区別されていた。
藩士は役職ごとに火事場での対応が定められていた。
　写真は明治元年12月の職制改革によって改正され
た防火体制の定めである。

　差紙（辞令）を下付され，新しい役職に就任する藩士は起請文（誓詞）を上司に提出した。提出
先の上司は就任する役職によって異なる。天明3年，馬廻り組（番方）筆頭の番頭に就任した山田
監物直之は三家老に宛てて起請文を提出した。
　起請文の前書には法度を守り，それを組内に示すこと，組内の願いや訴訟などに依怙贔屓し
ないこと，異変が起きた場合は軍法や，その時の下知に従うことなど，番頭として守るべき服務
規程を書き上げ，後半の牛王法印紙に神文を書き，署名の上，血判を捺した。これはその控書で
ある。

（上）甲斐国侍帖 川上家文書（199807-27）
（下）官禄帖　天保15年（1844）ごろ 川上家文書（199807-11）

家老一騎人積（山田求馬軍用目録）　享保3年（1718）
 山田家文書（198810-21）

家中軍用心得之大概・家中軍役定・家中人馬定
　寛政7年（1795）　 川上家文書（199807-24）

火事之節之定めなど　明治元年（1868）
 川上家文書（199807-17）

袖印
　大藤家文書

（201701-49）

旗印　　 川上家文書（199807-26）

起請文の控　天明3年（1783） 山田家文書（198810-89）
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務
に
携
わ
り
、次
第
に

藩
政
の
主
導
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
。歩
行
は
実
戦
部
隊
で
、諸
役
所
の
下
級

役
人
で
も
あ
っ
た
。一代
限
り
の
足
軽
は
諸
役
所
の
下
役
で
あ
っ
た
。

　広
島
藩
で
は
当
初
は
三
家
老（
三
原
浅
野
家
三
万
石
、上
田
家
一万
七
千
石
、東

城
浅
野
家
一万
石
）が
直
接
藩
政
を
統
括
し
て
い
た
が
、五
代
藩
主
浅
野
吉
長
の

職
制
改
革
に
よ
り
、宝
永
六
年（
一七
〇
九
）以
降
は
、家
老
は
政
務
か
ら
外
さ
れ

て
顧
問
的
な
地
位
と
な
り
、代
わ
り
に
内
閣
府
の
よ
う
な「
御
用
達
所
」が
置
か
れ

て
、人
材
を
抜
擢
し
て
任
命
さ
れ
た
年
寄
役
が
政
務
を
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　家臣の名前や禄高・地位・役職などを記した帳面を分限帳という。
　浅野長政と幸長は文禄2年（1593）に甲斐国へ移封され，215,000
石を領した。（上）は甲斐国時代の分限帳で，草履取の者まで579名
が載る。その総知行高は179,857石余で，全体の83％を占める。
　（下）は，禄高と名前を書いた短冊状の札を，天地の糸目の間には
め込むことにより，役職や禄高が変わっても，札を移動させて長く使
用できる仕組みになっている。役職と名前から天保15年のものと推
測される。

　包紙には「御軍用目録壱通」とある。侍士は非常時に備えて兵を整える必要があ
り（300石以上は馬を飼養），槍・弓・鉄砲を預かる若党や，道具を持つ足軽・小人を
家来として抱え，外出では整然と行列を立てた。三次藩家老の山田求馬（1,100石，
頼母か）は一騎で，39人を引き連れるよう求められている。 　江戸時代の平時にあっても，大名家では臨戦体制

を維持していた。広島藩は藩士に対して，武士としての
心得などをたびたび達している。
　写真の「家中軍用心得之大概」では，武具や馬具は
美しく飾ることなく，分限相応とすること，絵図のよう
な袖印（敵味方を見分けるため鎧の袖に付ける印）を
銘々用意すること，その他槍印・陣笠・雨具・幕，出役
の用具，人足などについて命じている。

　戦陣において，武士は自分の所在を明ら
かにするため，馬側や本陣で長柄の先に印
をつけた（指物）。このうち旗の形をしたも
のが旗印で，そうでないものが馬印である。
　広島藩では，非常時に備え，平時におい
ても役職ごとに旗印や馬印を定めていた。

　広島城下町では，出動する藩士を中心に火消組織
が編成され，城中・侍屋敷・町方で区別されていた。
藩士は役職ごとに火事場での対応が定められていた。
　写真は明治元年12月の職制改革によって改正され
た防火体制の定めである。

　差紙（辞令）を下付され，新しい役職に就任する藩士は起請文（誓詞）を上司に提出した。提出
先の上司は就任する役職によって異なる。天明3年，馬廻り組（番方）筆頭の番頭に就任した山田
監物直之は三家老に宛てて起請文を提出した。
　起請文の前書には法度を守り，それを組内に示すこと，組内の願いや訴訟などに依怙贔屓し
ないこと，異変が起きた場合は軍法や，その時の下知に従うことなど，番頭として守るべき服務
規程を書き上げ，後半の牛王法印紙に神文を書き，署名の上，血判を捺した。これはその控書で
ある。

（上）甲斐国侍帖 川上家文書（199807-27）
（下）官禄帖　天保15年（1844）ごろ 川上家文書（199807-11）

家老一騎人積（山田求馬軍用目録）　享保3年（1718）
 山田家文書（198810-21）

家中軍用心得之大概・家中軍役定・家中人馬定
　寛政7年（1795）　 川上家文書（199807-24）

火事之節之定めなど　明治元年（1868）
 川上家文書（199807-17）

袖印
　大藤家文書

（201701-49）

旗印　　 川上家文書（199807-26）

起請文の控　天明3年（1783） 山田家文書（198810-89）
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　橋本家の先祖は御船方の定水主として，浅野長晟に従い和歌山から広島へ移住し
た。これはその玄孫に当たる橋本三郎左衛門の履歴書。
　宝暦14年（1764）に小人として切米3石6斗で召し抱えられた三郎左衛門は，安永5
年（1776）に勘定所支配足軽に取り立てられ，火消方物書となった。以後，藩主の参勤
交代のお供などとして，江戸と広島との間を何度も往復した。江戸の火消方を41年間
にわたって勤め，天明4年（1784）暮，江戸築地の広島藩下屋敷まで類焼した火事では，
道橋が焼け落ちたにもかかわらず，「抜群相働」き，銀3両の褒美を得るなど活躍して
度々加増され，5石1斗2人扶持となった。

　歩行組の荒木儀助の54年間にわたる勤務と賞与などに
関する記録。儀助は家督相続以前，寛政12年に江戸で留
守居歩行として召し出され，弘化2年（1845）には勘定所詰
御歩行筆頭となった。名前も儀助から正介，三郎左衛門と
改めた。最初の13年間には7度，江戸と広島を往復している。
江戸では姫様や殿様の外出のお供，広島へ落ち着いてか
らは，買物方，東照宮祭礼御用，三次御鉄方詰めなど様々
な役を命じられ，度々褒美や加増を受けている。

　大藤家では代官や郡廻り，普請奉行などを勤めることが多かったが，安政5年（1858）に家督を
継いだ清之丞は文久元年（1861）に藩主やその家族の御側向きの事務を専務とする奥小姓とな
り，翌年からは来客の給仕などを担当する奥詰となった。近親から奥向きの作法などについて聞
くことができない清之丞は，先輩や同役から教えを請い，作法に関する書物を書き写すなどして，
会得していったと思われる。

　築山大蔵通昭は，伊予国の河野氏の出身で，宍
戸司箭から貫心流剣術を伝授され，以後それを家
伝とした。元和9年（1623）から広島藩に仕えるよう
なった。長刀を用いる貫心流の特徴をよく表した肖
像画である。

　町野源八郎は，嘉永7年（1854）に奥詰となり，10
代藩主慶熾が逝去した後，その夫人の広式役を経
て，文久2年（1862）に目付となった。

　町野常次郎は源八郎の子で，版籍奉還後に
家督を継ぎ，明治3年（1870）頃には軍艦係で
あった。

足軽橋本三郎左衛門の履歴 橋本家文書（200804-66）歩行荒木儀助勤務録（「諸達扣」）　土方家文書（201404-72）
　寛政12年～嘉永6年（1800～1853）

貫心流祖・築山大蔵肖像画
 細家文書（199805-2）

町野常次郎肖像写真（羽織袴姿）
 町野家文書（201617-123）

町野源八郎肖像写真（裃姿）
 町野家文書（201617-122）

（上）御家格配膳図式　　安政元年（1854） 大藤家文書（201701-44）
（右上）御給仕控　　　　慶応2年（1866） 大藤家文書（201701-46）
（右下）配膳之次第早繰 大藤家文書（201701-45）
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江
戸
時
代
中
期
、社
会
が
安
定
す
る
と
、幕
府
や
諸
藩
で
は
修
史
事
業
に
着
手
し
た
。五
代

藩
主
浅
野
吉
長
は
、「
浅
野
家
譜
」を
編
集
し
て
幕
府
へ
提
出
し
た
ほ
か
、藩
士
か
ら
も
由
緒
書

の
提
出
を
求
め
、享
保
八
年（
一七
二
三
）に「
諸
士
系
譜
」を
完
成
さ
せ
た
。こ
の
頃
か
ら
広
島
藩

士
も
、家
の
由
緒
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、姓
氏
の
根
源
や
、先
祖
か
ら
自
分
に
至
る

ま
で
の
軍
功
や
功
績
、勤
務
の
内
容
、藩
主
か
ら
下
さ
れ
た
家
禄
や
褒
賞
な
ど
の
事
跡
を
調
査

し
、系
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
余
念
が
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
に
は
、そ
れ
を
裏
付
け
る
古
文
書

や
知
行
目
録
な
ど
を
大
切
に
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

　
八
代
藩
主
浅
野
斉
賢
も
、家
臣
の
諸
系
譜
と
歴
代
藩
主
の
御
代
記（「
済
美
録
」）の
編
修
を

命
じ
た
。家
老
以
下
、家
中
の
末
々
か
ら
各
家
で
所
蔵
す
る
系
譜
や
旧
記
類
を
提
出
さ
せ
、文

化
五
年（
一八
〇
八
）こ
ろ
ま
で
に
、「
旧
臣
録
」・「
諸
士
略
伝
」が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

　
広
島
藩
士
が
大
切
に
し
た
も
う
一つ
の
家
宝
は
、藩
主
か
ら
の
拝
領
物
で
あ
る
。藩
主
と
接
す

る
機
会
が
多
い
格
式
の
高
い
藩
士
や
藩
主
の
側
近
だ
け
で
な
く
、特
筆
す
べ
き
功
績
が
あ
っ
た

藩
士
は
、藩
主
か
ら
長
刀
・
脇
差
な
ど
の
武
具
、茶
道
具
や
衣
服
・
服
地
、藩
主
直
筆
の
和
歌
や

漢
詩
・
絵
画
な
ど
の
文
芸
作
品
を
拝
領
す
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
ら
を
軸
物
に
仕
立
て
、木

箱
を
新
調
す
る
な
ど
し
て
子
々
孫
々
ま
で
大
切
に
保
管
し
た
。

　（上）は，松岡金平貫範が正徳5年に藩へ提出した系図の控。
　松岡半右衛門は初め豊臣秀吉に仕え，同家滅亡後は浪人したが，浅野長晟
から300石，近習として召し抱えられた。金平が提出した系図には，半右衛門
の孫，八左衛門が寛文9年に2代藩主浅野光晟から下された知行判物（150
石）が載せられている。（下）はその子孫に伝わった知行判物の原本である。

　紀州で浅野幸長に仕えた竹腰
与右衛門は借銀請取奉行に任じ
られ，幸長からこの文書を下され
た。竹腰家では，この文書を大切
に保存し，浅野家が「済美録」を
編纂するとき，子孫の竹腰豊之
助から提出された。

　主として浅野長政から光晟まで4代の間で召し抱えられた藩士の略伝で，
作成された時期や経緯などは不明。
　原勘兵衛可永は関ヶ原の戦いの前哨戦である瑞龍寺の戦い（岐阜城の戦
い）に加わり，比類なき働きがあった。長男の伝三郎可政も槍で敵将の首を
取り，父の死後に勘兵衛の名前を襲名して，2,200石の禄を得た。

　原家と主家浅野家との関係は，美濃国太田城主の原隠岐守信政の次男と
いう勘兵衛可永が甲斐国で浅野幸長に仕えたことが最初である。その兄，加
左衛門政時も慶長5年（1600）から紀伊国で幸長に仕えるようになり，原家は
分家も併せて4家が明治維新まで浅野家に仕えた。
　（上）は可永の次男である可信の系統で，可永の玄孫に当たる伴次郎一貞

（新五兵衛一仍）が享保2年に藩へ提出した系図の写しと思われ，可永以降の
明らかな事実だけを記す。一方，可永の長男である可政の系統で，可永の玄孫，
伝三郎可友まで載せられた（下）には，信政の父親が，武田信玄の24将の一人
で，武勇の名前が高く「鬼美濃」と恐れられた原美濃守虎胤となるなど，伝承
も書き加えられている。

（上）松岡金平貫範系図伝記　正徳5年（1715） 松岡家文書（199801-16）
（下）浅野光晟黒印知行判物　寛文9年（1669） 松岡家文書（199801-1）

慶長11年分借銀請取奉行皆済状
　慶長12年（1607）
 竹腰家文書（200210-2）

浅野家諸士略伝 川上家文書（199807-22）

（上）原伴次郎一貞系図伝記　享保2年（1717） 原家文書（199710-27）
（下）原系図　宝永年間（1707～1711）ごろ 原家文書（199710-33）
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　（上）は，松岡金平貫範が正徳5年に藩へ提出した系図の控。
　松岡半右衛門は初め豊臣秀吉に仕え，同家滅亡後は浪人したが，浅野長晟
から300石，近習として召し抱えられた。金平が提出した系図には，半右衛門
の孫，八左衛門が寛文9年に2代藩主浅野光晟から下された知行判物（150
石）が載せられている。（下）はその子孫に伝わった知行判物の原本である。

　紀州で浅野幸長に仕えた竹腰
与右衛門は借銀請取奉行に任じ
られ，幸長からこの文書を下され
た。竹腰家では，この文書を大切
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編纂するとき，子孫の竹腰豊之
助から提出された。

　主として浅野長政から光晟まで4代の間で召し抱えられた藩士の略伝で，
作成された時期や経緯などは不明。
　原勘兵衛可永は関ヶ原の戦いの前哨戦である瑞龍寺の戦い（岐阜城の戦
い）に加わり，比類なき働きがあった。長男の伝三郎可政も槍で敵将の首を
取り，父の死後に勘兵衛の名前を襲名して，2,200石の禄を得た。

　原家と主家浅野家との関係は，美濃国太田城主の原隠岐守信政の次男と
いう勘兵衛可永が甲斐国で浅野幸長に仕えたことが最初である。その兄，加
左衛門政時も慶長5年（1600）から紀伊国で幸長に仕えるようになり，原家は
分家も併せて4家が明治維新まで浅野家に仕えた。
　（上）は可永の次男である可信の系統で，可永の玄孫に当たる伴次郎一貞

（新五兵衛一仍）が享保2年に藩へ提出した系図の写しと思われ，可永以降の
明らかな事実だけを記す。一方，可永の長男である可政の系統で，可永の玄孫，
伝三郎可友まで載せられた（下）には，信政の父親が，武田信玄の24将の一人
で，武勇の名前が高く「鬼美濃」と恐れられた原美濃守虎胤となるなど，伝承
も書き加えられている。

（上）松岡金平貫範系図伝記　正徳5年（1715） 松岡家文書（199801-16）
（下）浅野光晟黒印知行判物　寛文9年（1669） 松岡家文書（199801-1）

慶長11年分借銀請取奉行皆済状
　慶長12年（1607）
 竹腰家文書（200210-2）

浅野家諸士略伝 川上家文書（199807-22）

（上）原伴次郎一貞系図伝記　享保2年（1717） 原家文書（199710-27）
（下）原系図　宝永年間（1707～1711）ごろ 原家文書（199710-33）
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　文化2年７月，広島藩は各藩士に系図伝記の提
出を命じた。これは，藩が提示したその書き方の
要項。
　今回は前回提出の正徳度の当主から始めるこ
と，最初に家紋と替紋を記入すること，下された
知行判物の年月日と文言を載せること，母方の系
図も末尾に書き入れることなどを命じている。

　広島藩士三好助左衛
門生清は，婿養子として
三好家に入家する前か
ら，第4代広島藩主浅野
綱長の小姓などを勤め，
藩主と近い関係にあった。
そのためこの山水画を与
えられ，大切に保管した
のであろう。
　 綱 長 は 元 禄 時 代に
あって文教政策に力を
入れ，歴代広島藩主の中
でも書画に通じていたと
いう。

　原兵馬一致は，家督相続前の寛保4年（1744）から，奥小姓として当時世子（若殿）であった6代藩主浅野宗恒
に仕えた。それ以来，7代藩主重晟の治世にかけて重用され，安永4年（1778）には年寄役にまで上り詰めた。相
続時には250石であった家禄も，息子の兵馬一精の家督相続時には900石にまで達した。
　宗恒は，一致の年寄役就任を祝い自らの長刀を下賜した。宗恒は一致の子孫までこの長刀を持ち伝えるよう
にと，②の直筆の書付を渡した。一致が宗恒から長刀を拝領したことは①の原家系図にも載せられた。④と⑤
は宗恒自詠の和歌，⑥は重晟が描いた黄蜀葵（トロロアオイ，花オクラ）の花の画。⑥には後年になって宗恒が
画賛を書き加えた。これら藩主直筆の和歌や画は，軸物に仕立てられた。また，直書なども③のように木箱に入
れられ，さらに黒塗りの箱に納められて同家で大切に保存された。

　奥田家は約200年間にわたって鷹匠として浅野家に仕えた。中でも奥田惣右衛門繁成は鷹術の奥義を究めた名人であった。
　②によれば，比治山で捕らえられ，繁成が訓練した弟隼は宝暦3年（1753）10月，藩主宗恒の拳から放たれ，黒鶴を捕獲した。繁成は生涯に鶴を4度も捉えるな
ど，たびたび藩主から賞され，その事跡は①の系図に載せられた。寛政5年（1793），繁成は鷹匠として主君に仕えたなかで，弟隼が宗恒の拳から飛び立って鶴
を捉える図，重晟の命で繁成自身が弟鷹を放ち，鶴を捉える図，諏訪流鷹術の元祖大宮政頼の肖像を絵師に描かせ，三幅対にして子孫に伝えることにした。
　③によれば，寛政12年，繁成の子珍高は重晟の弟，友之助長包にこれらの掛物を見せて，由来を説明したところ，鷹が鶴を捉える勢いがよくないので，子孫
に伝える宝物となるよう書き替えるよう沙汰があり，絵は正岡順蔵春清に，画賛は儒学者梅岡文平之清に命じた。その後，表装用の生地も長包から拝領し，完
成した三幅対は子々孫々奥田家に伝えられることになったというが，残念ながら現存しない。

系図伝記認め方覚　文化2年（1805）
 竹腰家文書（200210-22）

浅野綱長紙本山水画
 三好家文書（201311-7）

① 奥田角馬珍高系図伝記　文化2年（1805）　② 弟隼掛物之次第控書　寛政12年（1800）　③ 拝領三幅対の由来書　寛政13年（1801）　　　　
 奥田家文書（199803）

したためがた
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ながかぬ

おう ぎ

① 原兵馬一精続系図伝記　文化2年（1805）　② 長刀下賜に関する浅野宗恒直書　安永4年（1775）
③ ②が納められた黒塗りの箱　④ 浅野宗恒自詠の和歌短冊　延享4年（1747）　⑤ 浅野宗恒自詠の
和歌色紙　⑥ 浅野重晟の黄蜀葵画と浅野宗恒の画賛　宝暦12年（1762） 原家文書（199710-64ほか）

①②

③

④
⑤⑥

①

②

③
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　藩
士
に
給
与
さ
れ
る
家
禄
は
原
則
と
し

て
世
襲
さ
れ
る
。職
務
に
精
勤
で
、功
績
が

あ
れ
ば
昇
進
し
て
、禄
も
加
増
さ
れ
る一方

で
、家
督
を
相
続
す
る
と
き
に
は
、先
代
の

功
績
な
ど
に
よ
り
多
少
の
差
は
あ
る
も
の

の
、減
禄
さ
れ
る
こ
と
に
な
って
い
た
。人
材

抜
擢
が
行
わ
れ
た
広
島
藩
で
は
家
禄
と
役

職
と
の
間
に
差
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、

十
七
世
紀
末
か
ら
は
、高
い
役
職
に
就
い
て

家
禄
が
不
足
す
る
者
に
は
、そ
の
在
役
中

に
限
って
不
足
分
が
足
し
与
え
ら
れ
た（
足

高
）。ま
た一定
の
職
務
手
当（
役
料
）も
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　江
戸
中
期
以
降
、藩
財
政
が
逼
迫
す
る

よ
う
に
な
る
と
、藩
は
た
び
た
び
倹
約
令

を
発
す
る
と
と
も
に
、侍
士
の
知
行
や
歩

行
・
足
軽
の
切
米
な
ど
か
ら
、一
定
の
率
を

決
め
て
強
制
的
に
借
り
上
げ
る
上
米（
借

知
）を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。こ
れ
は
藩
士

に
と
っ
て
は
事
実
上
の
減
俸
で
、藩
士
の
生

活
は
困
難
と
な
っ
た
。役
料
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
役
職
に
就
け
る
藩
士
は
ご
く
一
部

で
、多
く
の
藩
士
は
知
行
や
切
米
を
抵
当

に
し
て
商
人
か
ら
借
米（
町
借
押
米
、畳

借
）す
る
し
か
な
か
っ
た
。中
に
は
、上
米
と

押
米
に
よって
収
入
が
す
べ
て
な
く
な
る
場

合
さ
え
あ
っ
た
。特
に
歩
行
や
足
軽
の
よ
う

な
下
級
藩
士
は
、長
屋
暮
ら
し
で
、木
綿

を
着
て
過
ご
し
、生
活
程
度
は
中
程
度
の

町
人
に
も
及
ば
な
か
っ
た
。大
身
の
藩
士
も

若
党
や
小
者
な
ど
多
く
の
家
臣
を
召
し
抱

え
る
必
要
が
あ
り
、生
活
は
必
ず
し
も
楽

で
は
な
か
っ
た
。

　広島城下の家老屋敷の敷地は1,000坪以上あった
という。写真の屋敷は敷地が約2,260坪に及び， 本
宅の部屋は板間を除いて36部屋，238畳を数える。
本宅のほか，敷地の鬼門（北東）には鎮守の社が祀ら
れ，西側の大手門には小者部屋がある。馬2疋を繋ぐ
厩や，弓の稽古ができる射場，複数の物置，米蔵，木
部屋，積物部屋なども確認できる。中庭も多数存在
する。
　所蔵者の山田家は三次藩が廃藩となるまで家老
を勤めたので，三次の山田家屋敷とも考えられるが，
確証はない。

　広島城下町を9分割し，道を黄色，寺社を薄紅色に
色分けして描いた帳面仕立ての絵図。写真の第三図
には広島城郭内が描かれている。
　家老を除く一般藩士の屋敷は役宅であるため，役
が代われば移転を命じられた。このため，屋敷の主
が替わるたびに図の上から新しい名前を記した紙を
貼った。藩士の名前から，文化初年ごろの絵図と思
われる。
　広島城郭内やその近辺には，三家老の表屋敷や
藩の幹部クラスの高い役職藩士の屋敷がある。その
敷地面積は広大である。

　広島藩士の屋敷位置がまとめられた「広島藩士住
所録」で，藩士の名前はイロハ順に配列されている。
残念ながら前後が一部欠落している。藩士の名前か
ら「広島屋形町之図」よりもやや後年，文政年間

（1818～1830）に作成されたと推測される。
　たとえば，左上の図で八丁馬場筋北側，御厩の東，
赤丸で囲った場所に屋敷がある畠山主税は，文化11
年（1814）に先手物頭，文政6年（1823）に中小姓頭と
なり，頼母と改名した。左下の帳面には「八町馬場北
側，御馬東隣り　畠山頼母」とある。

広島屋形町之図　　文化初年ごろ（1800年代）
 川上家文書（199807-29）

広島藩士屋敷イロハ付
 千葉家文書（198812-280）

屋鋪差図　正徳6年（1716）
 山田家文書（198810-62）
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　広島城下の家老屋敷の敷地は1,000坪以上あった
という。写真の屋敷は敷地が約2,260坪に及び， 本
宅の部屋は板間を除いて36部屋，238畳を数える。
本宅のほか，敷地の鬼門（北東）には鎮守の社が祀ら
れ，西側の大手門には小者部屋がある。馬2疋を繋ぐ
厩や，弓の稽古ができる射場，複数の物置，米蔵，木
部屋，積物部屋なども確認できる。中庭も多数存在
する。
　所蔵者の山田家は三次藩が廃藩となるまで家老
を勤めたので，三次の山田家屋敷とも考えられるが，
確証はない。

　広島城下町を9分割し，道を黄色，寺社を薄紅色に
色分けして描いた帳面仕立ての絵図。写真の第三図
には広島城郭内が描かれている。
　家老を除く一般藩士の屋敷は役宅であるため，役
が代われば移転を命じられた。このため，屋敷の主
が替わるたびに図の上から新しい名前を記した紙を
貼った。藩士の名前から，文化初年ごろの絵図と思
われる。
　広島城郭内やその近辺には，三家老の表屋敷や
藩の幹部クラスの高い役職藩士の屋敷がある。その
敷地面積は広大である。

　広島藩士の屋敷位置がまとめられた「広島藩士住
所録」で，藩士の名前はイロハ順に配列されている。
残念ながら前後が一部欠落している。藩士の名前か
ら「広島屋形町之図」よりもやや後年，文政年間

（1818～1830）に作成されたと推測される。
　たとえば，左上の図で八丁馬場筋北側，御厩の東，
赤丸で囲った場所に屋敷がある畠山主税は，文化11
年（1814）に先手物頭，文政6年（1823）に中小姓頭と
なり，頼母と改名した。左下の帳面には「八町馬場北
側，御馬東隣り　畠山頼母」とある。

広島屋形町之図　　文化初年ごろ（1800年代）
 川上家文書（199807-29）

広島藩士屋敷イロハ付
 千葉家文書（198812-280）

屋鋪差図　正徳6年（1716）
 山田家文書（198810-62）
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　写真は元禄12年（1699），広島藩士に対して発せられ
た倹約令。元禄時代は武士も生活が奢侈になり，年貢収
納も頭打ちとなったため，倹約するよう厳しく戒められた。
平素の衣類は木綿・麻布で，5か年は絹服を新調しない
こと，寄合などに料理・菓子類を提供しないことなど，細
かく制限を加えられ，以後たびたび発せられた。

　藩財政が逼迫すると，藩は藩士からの借銀に応じられなくなり，町方金融を
藩士に受けさせることにした。写真の高橋繁亮のような歩行（又は足軽）の場合
は，藩の勘定所貸銀方役人両人（池田多仲・波田茂左衛門）を宛先として，両人
が商人（若狭屋甚兵衛）から借銀する形式を取る（畳借）。100石以上の侍士の場
合は，知行地から得られる年貢米を抵当に直接商人から借銀し，代官が保証人
となる形式を取った（町借押米）。

　江戸時代（年代不明）に成立した広島藩士町野家の家法。子孫
心得，祭礼，葬送，勧請，祈願心得，神事の6章からなる。
　子孫心得では，神道が「我国の道」なので，子々孫々必ず行うこ
と，先祖の霊神を祀り，常に尊敬することを求める。
　写真の祈願心得では，妄りに祈願せず，まず家の年長者へ相談
するなど人事を尽くし，難しければまず先祖の霊神へ祈り，その上
で産土神に祈願することにしている。

　正月元日から大晦日まで，諸節句や節分，月見など特定の日に行う町野家の年中行事と，
その日の料理献立などをまとめた一冊。
　正月元日に当主は若水を汲み，祓所と大歳神へ供え物，蓬莱・大福・雑煮・吸物・三宝・屠
蘇酒で身祝いした後に膳を食し，登城した。家来も雑煮を食した。訪れる万歳には玄米5合
を遣わす。家内でも年始礼があり，盃が交わされた。当主は正月三が日は麻の上下を着し
た。

　武士は15～17歳で前髪を取って元服し（①），家長
が定めた家格相応の相手と縁組する（②）。父親の隠
居または死去によって家督を相続する時，それまで
の幼名を改名する場合も多い（③）。病気になると，10
日間程度休暇を取って，佐伯郡和田村水内（現広島
市佐伯区湯来町和田）などで湯治することもできた

（④）。これらは，すべて届け出て，上司から許可を取
る必要があった。写真はいずれもその免許状で，広
島藩の淡茜色の公用紙が使われている。

御法度書 町野家文書（201617-72）

畳借証文　　文政10年（1827） 　　保田(義)家文書（199808-206）

年中行事帖 町野家文書（201617-46）

①前髪取りの免許状 山田家文書（198820-10）
②縁組の免許状 山田家文書（198820-8）
③改名の免許状 奥田家文書（199803）
④入湯の免許状 奥田家文書（199803）

示子孫（町野家家法） 町野家文書（201617-36）

ご  はっ と

まちかりおさえまい

たたみがり

しそんにしめす

かんじょう

はらえど おおとしがみ ほうらい おおぶく さんぽう

まんざい

みのち

しゅうよう

うぶすながみ

しゃ し

①

③④

②
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